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進学・就職のための試験を受ける生徒等に係る新型コロナウイルス 

感染症対策について 

 

 各校におかれては、２学期に入り、必要な感染防止策を講じた上で、学力の保障に

取り組んでいただいているところです。 

さて、学校における感染症対策については、令和２年６月 18 日付け２教高第 522

号により通知した「新型コロナウイルス感染症に係る学校管理上の留意点(令和２年

６月 22日現在)」に基づいて対応いただいており、県外との行き来がある生徒の登校

については、体調に問題がない場合、他の生徒と同様に、毎朝の検温等の確認をした

上で受け入れていただいているところです。 

今後、大学・短大・専門学校等の推薦入試や、企業等の採用試験、応募前職場見学

等のために、大都市圏を含めた県外を行き来する生徒が増加することが見込まれます

が、同留意点の内容を再確認の上、受験等に際しては、訪問地の感染状況等を確認し

て感染症対策を徹底するとともに、県外との行き来のみをもって自宅待機を勧めるこ

とのないよう、関係職員に周知徹底をお願いします。 

また、受験等に係る旅行中及び帰県後の行動については、令和２年９月４日付け２

教保第 408号「２学期以降の運動部活動における県外校との交流及び全国大会への参

加について」に準じた対策を講じるよう、お願いします。 

 

（参考） 

 

１ 「新型コロナウイルス感染症対策に係る学校管理上の留意点（令和２年６月 22日

現在）」〔抜粋〕 

 

○ 児童生徒等の受入れ及び自宅待機等について 

(1) 県外との行き来がある児童生徒等については、体調に問題がない場合、他の

児童生徒等と同様に、毎朝の検温等の確認をした上で、登校を受け入れること。 

(2) 児童生徒等について、保護者からの要請や本人の不安感、体調不良等により、

欠席の申し出があった場合には、これを認めるとともに、欠席の扱いをせず、

出席停止として扱うこと。 

また、このことを、児童生徒等及び保護者に周知しておくこと。 

㊢



(3) 自宅待機を要請するのは、児童生徒等に発熱や咳等の体調不良が認められる

場合や、感染者の濃厚接触者に特定された場合であり、保護者が仕事のために

県外との行き来があることのみをもって、児童生徒等に自宅待機を勧めること

のないようにすること。 

(4) 児童生徒等に対し、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見によるいじ

めや差別が生じないよう適切な教育を行い、児童生徒等の人権意識の醸成に努

めること。 

 誰もが感染者や濃厚接触者になり得ることや、予防を徹底しながら医療や物

流、交通機関等様々な仕事に従事し社会を支える人々の働きについて正しい理

解促進を図るとともに、そうした人々やその家族に対する偏見や差別が生じな

いよう努めること（令和２年４月 13日付け２教人第 19号「新型コロナウイル

ス感染症に係るいじめ等の防止の徹底について」を参照）。 

感染症への不安、偏見や風評による心理的ストレス等、様々な悩みを抱える

児童生徒等の心のケアに努めるとともに、SC や SSW、SLA 等によるカウンセリ

ング、電話や SNSを活用した相談窓口の周知など、相談体制を整えること（令

和２年５月１日付け２教人第 39 号「『SNS 活用子ども相談体制緊急構築事業』

（SNS相談ほっとえひめ）の開始について（依頼）」を参照）。 

 

２ 令和２年９月４日付け２教保第 408号「２学期以降の運動部活動における県外校

との交流及び全国大会への参加について」〔抜粋〕 

 

○ 移動手段や宿泊の仕方等、最大限の感染症予防対策を講じること。 

○ 発熱等の症状が出た場合の対応について 

  管轄保健所や医師の指示に従って行動するとともに、県教育委員会に連絡し、

連携して対応すること。また、様々な状況に対応できるよう、教職員間だけでな

く、生徒や保護者とも事前に入念なシミュレーションをしておくこと。 

○ 帰県後は、体温や体調の変化等により一層注意を払い、少しでも異変を感じた

場合には、直ちに学校長に報告させ、対応を協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
愛媛県教育委員会事務局 

（保健管理・運動部活動に関すること） 
 保健体育課 教育指導グループ 泉 志保・宮﨑 智之 
         TEL 089-912-2981 
（高等学校に関すること） 
 高校教育課 教育指導グループ 渡邊 弘安 
         TEL 089-912-2953 
（人権教育に関すること） 
 人権教育課 教育指導グループ 竹縄 浩二 
         TEL 089-912-2962 
（特別支援学校に関すること） 
 特別支援教育課 教育指導グループ 原 喜代佳 
         TEL 089-912-2965 


